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○富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱 

令和３年４月１日 

告示第74号 

富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱（平成22年富津市告示第20号）の全部

を改正する。 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第25条の２第１

項の規定に基づき、要保護児童（法第６条の３第８項に規定する要保護児童をい

い、法第31条第４項に規定する延長者及び法第33条第８項に規定する保護延長者

（次条において「延長者等」という。）を含む。以下同じ。）の適切な保護又は

要支援児童（法第６条の３第５項に規定する要支援児童をいう。次条第１号にお

いて同じ。）若しくは特定妊婦（法第６条の３第５項に規定する特定妊婦をいう。

次条第１号において同じ。）への適切な支援を図るため、富津市要保護児童対策

地域協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者（延長者等の親権を行う者、

未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。）又は特定妊

婦（以下「支援対象児童等」という。）に関する情報その他要保護児童の適切

な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情

報の交換に関すること。 

(２) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、支援対象児童等への適正な支援のために、必

要と認められる事項に関すること。 

（委員） 

第３条 協議会は、別表に掲げる行政機関及び法人に属する者並びに児童の福祉に

関連する職務等に従事する者をもって構成する。 

２ 市長は、前項に規定する者のうちから、第６条に規定する代表者会議の委員を

委嘱し、又は任命し、同条に規定する実務者会議及び個別支援会議の委員を指名
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する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。 

３ 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（組織） 

第６条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。 

（代表者会議） 

第７条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するための環境整備等を目的とし

て、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 支援対象児童等の支援に関する仕組み及び方策に関すること。 

(２) 実務者会議からの活動状況の報告と評価に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、代表者会議の設置目的を達成するために必要

な事項に関すること。 

２ 代表者会議は、原則として年１回会長が招集し、その議長となる。 

（実務者会議） 

第８条 実務者会議は、支援対象児童等の支援を行っている者の知識及び経験を支

援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について

協議する。 

(１) 支援対象児童等の実態の把握及び支援を行っているケースの総合的な把握

に関すること。 

(２) 定期的な情報交換及び個別支援会議で課題となった事項の更なる検討に関
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すること。 

(３) 支援対象児童等への対策に関する啓発活動に関すること。 

(４) 代表者会議への報告に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置目的を達成するために必要

な事項に関すること。 

２ 第11条第２項の要保護児童対策調整機関の調整担当者は、前項第１号及び第２

号に係る情報について、関係機関等（法第25条の２第１項に規定する関係機関等

をいう。第10条及び第12条において同じ。）から毎月情報を収集し、実務者会議

の委員に対して提供する。 

３ 実務者会議に座長を置き、健康福祉部こども家庭課長の職にある者をもって充

てる。 

４ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者

がその職務を代理する。 

５ 実務者会議は、座長が２月に１回招集し、その議長となる。 

（一部改正〔令和４年告示197号〕） 

（個別支援会議） 

第９条 個別支援会議は、個別の支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等を

検討するため、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 個別の支援対象児童等の状況把握及び検討課題の確認に関すること。 

(２) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情

報の共有に関すること。 

(３) 個別の支援対象児童等に対する支援方針の確立及び役割分担の決定並びに

担当者間の認識の共有に関すること。 

(４) 個別の支援対象児童等を主として担当する機関及び担当者の決定に関する

こと。 

(５) 個別の支援対象児童等に係る援助、支援の方法及び支援計画の検討に関す

ること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、個別支援会議の設置目的を達成するために必

要な事項に関すること。 
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２ 個別支援会議に座長を置き、健康福祉部こども家庭課長が指名する職員をもっ

て充てる。 

３ 個別支援会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

（一部改正〔令和４年告示197号〕） 

（意見の聴取等） 

第10条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議において、必要に応

じて、委員以外の者を招集し、その意見を聴くことができる。 

２ 協議会は、法第25条の３の規定により、必要があると認めるときは、関係機関

等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることがで

きる。 

（要保護児童対策調整機関） 

第11条 市長は、法第25条の２第４項の規定により、要保護児童対策調整機関とし

て、健康福祉部こども家庭課を指定する。 

２ 法第25条の２第７項の規定により、要保護児童対策調整機関に調整担当者を置

く。 

（一部改正〔令和４年告示197号・６年124号〕） 

（要保護児童対策調整機関の業務） 

第12条 要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。 

(１) 協議会の事務の総括に関すること。 

ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。 

イ 協議会の議事の運営に関すること。 

ウ 協議会に係る議事録の作成及び資料の保管に関すること。 

エ 個別ケースの記録の管理に関すること。 

(２) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調

整に関すること。 

ア 関係機関等による支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握に関する

こと。 

イ 把握した支援対象児童等に対する支援の実施状況に基づく関係機関等との

連絡調整に関すること。 
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ウ 把握した支援対象児童等における進行管理台帳を作成すること。 

（守秘義務） 

第13条 協議会の委員及び第10条第１項の規定により出席した者は、正当な理由が

なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を

退いた後も同様とする。 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

会長が代表者会議に諮って定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年３月22日告示第39号） 

この告示は、公示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年12月14日告示第197号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月２日告示第124号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（一部改正〔令和４年告示39号・197号〕） 

関係機関等 

富津市健康福祉部社会福祉課 

富津市健康福祉部障がい福祉課 

富津市健康福祉部こども家庭課 

富津市健康福祉部保育課 

富津市健康福祉部健康づくり課 

富津市教育部 

富津市教育部学校教育課教育センター 

千葉県君津児童相談所 

千葉県君津健康福祉センター 

富津警察署 
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富津市内児童養護施設 

富津市内乳児院 

富津市内児童家庭支援センター 

千葉県中核地域生活支援センター 

富津市内基幹相談支援センター 

一般社団法人君津木更津医師会 

富津市内児童精神科医療施設 

富津市内私立幼稚園 

富津市内公私立保育所（園） 

富津市民生委員・児童委員協議会 

木更津人権擁護委員協議会 

富津市立小中学校長会 
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○富津市こども家庭センター設置運営要綱 

令和６年３月27日 

告示第53号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第10条の２及び母子保健

法（昭和40年法律第141号）第22条の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及

びこどもに対し一体的な支援を行うことを目的として、母子保健機能及び児童福

祉機能を有した富津市こども家庭センター（以下「こども家庭センター」という。）

を設置し、及び運営することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 こども家庭センターの実施主体は、富津市とする。 

（設置場所） 

第３条 こども家庭センターは、富津市健康福祉部こども家庭課に置く。 

（支援の対象） 

第４条 こども家庭センターにおける支援の対象は、市内に所在する全ての妊産婦

及びこども（18歳を超える若者を含む。）並びにそれらの家族（里親及び養子縁

組を含む。）等とする。 

（業務内容） 

第５条 こども家庭センターにおける主な業務は、次のとおりとする。 

(１) 児童福祉法第10条第１項各号に規定する業務及び同法第10条の２第２項第

２号から第４号までに規定する業務 

(２) 母子保健法第22条第１項各号に規定する業務 

(３) 富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱（令和３年富津市告示第74号）

第12条に規定する業務 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（職員配置） 

第６条 こども家庭センターには、次の職員を置く。 

(１) センター長 

(２) 統括支援員 
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(３) その他の必要な職員 

（職員の兼務） 

第７条 こども家庭センターの職員は、富津市健康福祉部こども家庭課に設置する

家庭児童相談室の職員と兼務することができる。 

（開設日及び開設時間） 

第８条 こども家庭センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。 

(１) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、富津市の休日を定

める条例（平成元年富津市条例第18号）に規定する市の休日を除く。 

(２) 開設時間は、午前８時30分から午後５時15分までとする。 

（関係機関との連携） 

第９条 こども家庭センターは、業務の適切な遂行を図るため、関係機関等と情報

共有を含む緊密な連携を図るものとする。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（富津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止） 

２ 富津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱（平成30年富津市告示第29号）

は、廃止する。 

（富津市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止） 

３ 富津市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱（令和３年富津市告示第23号）は、

廃止する。 
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富津市要保護児童対策地域協議会運営要領 

（目的） 

第１条 この要領は、富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱（令和３年富津市告示第74

号。以下「要綱」という。）の規定に定める運営の詳細について定める。 

（委員の委嘱及び任命、指名） 

第２条 要綱第３条第２項で市長が委嘱又は任命する代表者会議及び、指名する実務者会

議と個別支援会議の委員は、別表のとおりとする。 

（代表者会議） 

第３条 要綱第７条第２項に規定にする代表者会議は、次に掲げる事項のとおり開催する。 

２ 会議は、８月に開催する。ただし、災害等により業務状況が切迫しているなど、やむを

得ない場合等においては、富津市要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）会

長と協議を行い、開催時期を変更することができる。 

３ 会議は、委員の３分の２以上の出席を持って成立とする。 

（実務者会議） 

第４条 要綱第８条に規定する実務者会議は、分科会として運営するものとし、必要な事項

は別に定める。 

（個別支援会議） 

第５条 要綱第９条に規定する個別支援会議は、次に掲げる事項のとおり開催する。 

２ 要綱第９条第２項に規定する会議の座長は、要保護児童対策調整機関調整担当者（以下

「調整担当者」という。）とする。 

３ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、家庭相談係長又は家庭相談係員を指

名する。 

４ 会議は、支援対象児童等の具体的な支援内容の検討が必要な場合に適宜開催する。 

（意見の聴取等） 

第６条 要綱第10条第１項に規定する代表者会議、実務者会議及び個別支援会議における

委員以外の者の招集は、協議会会長が行う。 

２ 要綱第10条第２項の規定により、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳

その他必要な協力等を求めるときは、協議会会長が行う。 

 （協議会の協議事項の案の作成等） 

第７条 要綱第12条第１項第１号アに規定する協議会の協議事項の案の作成その他開催の

準備に関することは、次に規定するとおりとする。 

(１)  要保護児童対策調整機関（以下「調整機関」という。）は、代表者会議において、

次に規定する業務を行う。 

ア 調整担当者は、会議開催日の概ね１か月前に開催通知を委員へ送付し、ホームペー

ジにより、審査会等の会議開催のお知らせを行う。 

イ 調整担当者は、会議開催日の概ね１週間前に協議事項に関する資料等を委員へ送

付する。 
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（２） 調整機関は、実務者会議において行う業務を、別に定める。 

（３） 調整機関は、個別支援会議において、次に規定する業務を行う。ただし、支援対

象児童等の主担当が児童相談所であった場合には、児童相談所と協議して行う。 

ア 座長は、会議開催のために日程調整を行い、開催日決定後は速やかに委員へ通知

を行う。 

イ 座長は、原則として協議事項に関する以下の資料を作成し、会議開催時に委員へ

配付する。 

（ア） 児童記録票（別記第３号様式） 

（イ） ジェノグラム（別記第４号様式） 

（ウ） 緊急度アセスメントシート（別記第５号様式） 

（エ） リスクアセスメントシート（別記第６号様式） 

（オ） ケース会議票（個別支援会議票）（別記第７号様式） 

（カ） その他、座長が認める資料 

 （協議会の議事の運営） 

第８条 要綱第12条第１号イに規定する協議会の議事の運営に関することは、次に規定す

るとおりとする。 

（１） 調整機関は、代表者会議において、次に規定する業務を行う。 

ア こども家庭課長は、委員及び職員の紹介、質疑応答対応を行う。 

イ 家庭相談係長は、議事の進行を行う。 

ウ 調整担当者は、全般の庶務及び事務局説明を行う。 

（２） 調整機関等は、実務者会議において、別に規定する業務を行う。 

（３） 調整機関は、個別支援会議において、座長により、議事の進行及び支援状況等の説

明、支援方針の決定等を行う。ただし、支援対象児童等の主担当が児童相談所であっ

た場合には、児童相談所と協議して行う。 

 （協議会に係る議事録の作成等） 

第９条 要綱第12条第１号ウに規定する協議会に係る議事録の作成及び資料の保管に関す

ることは、次に規定するとおりとする。 

(１) 調整担当者は、代表者会議終了後に次に規定する業務を行う。 

ア 会議録（別記第８号様式）の作成 

イ 会議録署名人への署名依頼 

ウ 会議録の委員への配付及びホームページ掲載 

（２） 調整担当者は、実務者会議終了後に、別に規定する業務を行う。 

（３） 座長は、個別支援会議終了後に次に規定する業務を行う。ただし、支援対象児童等

の主担当が児童相談所であった場合には、児童相談所と協議して行う。 

ア 会議録（別記第７号様式に加筆したもの又は任意様式）の作成 

イ 会議録の委員への配付 

（４） 調整機関は、協議会に係る同条各号の資料の保管については、富津市文書管理規定

第33条第１項及び第35条第１項の規定のとおりとする。 

 （関係機関等による支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握） 
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第10条 要綱第12条第２号アに規定する関係機関等による支援対象児童等に対する支援の

実施状況の把握に関することは、次に規定するとおりとする。 

(１) 調整担当者は、児童等の所属する関係機関等と必要に応じて、支援対象児童等の支

援の実施状況を把握するための場を設け、情報共有を図ることとする。 

(２) 調整担当者は、児童相談所担当者と毎月支援対象児童等に対する支援の実施状況を

把握するための場を設け、情報共有を図ることとする。 

 （把握した支援対象児童等に対する支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整） 

第11条 要綱第12条第２号イに規定する把握した支援対象児童等に対する支援の実施状況

に基づく関係機関等との連絡調整に関することは、次に規定するとおりとする。 

(１) 調整担当者は、実務者会議及び個別支援会議で検討した具体的な支援内容を実施す

るため、個別の支援対象児童等に関わる関係機関等と連絡調整を行う。 

 （把握した支援対象児童等における進行管理台帳の作成） 

第12条 要綱第12条第２号ウに規定する把握した支援対象児童等における進行管理台帳の

作成は、次に規定するとおりとする。 

(１) 調整機関は、支援が必要と思われる児童等を把握した場合、健康福祉部長を交えて

協議を行い、支援が必要と決定した場合には、支援対象児童等とし、要保護児童等登

録台帳に登録を行う。 

（２） 調整機関は、支援対象児童等への支援等により生活の状況等が改善し、実務者会

議で協議した結果、支援を終結すると決定した場合には、要保護児童等登録台帳に終

結日を記載し、対象児童が18歳となるまで保管する。 
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要保護児童対策地域協議会委員区分表 
別表 

関係機関等 
代表者 

会議 

実務者 

会議 

個別支援 

会議 

富津市健康福祉部社会福祉課 〇 
別
に
定
め
る 

〇 

富津市健康福祉部障がい福祉課 〇 〇 

富津市健康福祉部保育課 〇 〇 

富津市健康福祉部健康づくり課 〇 〇 

富津市教育部 〇 - 

富津市教育部学校教育課教育センター 〇 〇 

千葉県君津児童相談所 〇 〇 

千葉県君津健康福祉センター 〇 〇 

富津警察署 〇 〇 

富津市内児童養護施設 〇 〇 

富津市内乳児院 - 〇 

富津市内児童家庭支援センター - 〇 

君津中核地域生活支援センター 〇 〇 

富津市内基幹相談支援センター - 〇 

一般社団法人君津木更津医師会 〇 〇 

富津市内児童精神科医療施設 - 〇 

富津市内私立幼稚園 〇 〇 

富津市内公私立保育所（園） 〇 〇 

富津市民生委員・児童委員協議会 〇 〇 

木更津人権擁護委員協議会 〇 〇 

富津市立小中学校長会 〇 〇 

※富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱第１０条第１項の規定により、代表者

会議、実務者会議及び個別支援会議において、必要に応じて委員以外の者を招集

し、その意見を聞くことが出来る。 
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富津市児童虐待対応等連携ミーティング開催要領 

 

１ 目的・趣旨 

 富津市は、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に支援を行うため、母子保

健機能と児童福祉機能の双方を有した富津市こども家庭センター（以下「こども家庭

センター」という。）を令和６年４月１日から設置している。 

 こども家庭センターにおける支援の対象は、富津市こども家庭センター設置運営要

綱第４条において、「市内に所在する全ての妊産婦及びこども（１８歳を超える若者

を含む。）並びにそれらの家族（里親及び養子縁組を含む。）等」と定めている。 

こども家庭センターには、関係機関等と緊密に連携し、様々な社会資源を活用して、

適切な支援につないでいくための調整を行い、包括的な支援に結び付けていくネット

ワークの中核機関となることが求められているため、関係機関等と定期的な情報共有

や連絡調整等の機会を設け、日頃から良好なコミュニケーションを図る必要がある。 

そのため、以下の支援対象児童に対する情報共有、連絡調整及び支援方針の検討を

実施するために、要保護児童対策地域協議会の実務者会議の分科会として、富津市児

童虐待等連携ミーティング（以下「ミーティング」という。）を下記のとおり実施す

る。 

 

２ 会場 富津市役所内会議室 

 

３ 開催日時 奇数月第４月曜日 １４時から１６時まで 

 

４ 支援対象 

関係機関等からの相談または通告を受け、こども家庭課にて支援が必要と認めた

以下の児童等。 

① 児童虐待を受けている児童（要保護児童または要支援児童） 

② 特定妊婦 

③ その他ミーティング参加機関との情報共有が求められる児童等 

 

５ 参加機関 

① 社会福祉課 

② 障がい福祉課 

③ 保育課 

④ 健康づくり課 

⑤ 学 校 教 育 課 教育センター 

⑥ 千葉県君津児童相談所 
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⑦ 千葉県君津健康福祉センター 

⑧ 富津警察署 

⑨ 富津市内児童家庭支援センター 

⑩ 富津市内基幹相談支援センター 

⑪ こども家庭課 家庭相談係 

※富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱第１０条第１項の規定により、代表者

会議、実務者会議及び個別支援会議において、必要に応じて委員以外の者を招集し、

その意見を聞くことが出来る。 

 

６ ミーティングに関する事項 

（１）こども家庭課家庭相談係が事務局を務める。 

ア 家庭相談係長は、議事の進行を行う。 

イ 調整担当者は、こども家庭課主担当ケースの情報収集した内容の報告を行う。 

ウ 児童相談所担当者は、児童相談所主担当ケース及び里親・施設入所等ケースの

情報収集した内容の報告を行う。 

（２）調整担当者は、富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱第８条第２項におけ

る情報集及び情報提供は、「支援対象児等に係る情報共有の実施方法」により行

い、協議事項に関する資料を作成する。 

ア 調整担当者が作成する資料 

（ア）情報共有シート（別記第１号様式） 

（イ）定期情報提供書（別記第２号様式） 

（ウ）その他、座長が認める資料 

イ 調整担当者は、会議開催日の概ね１週間前に開催通知及び協議事項に関する資

料等を委員へ送付する。 

（３）ミーティングへ参加する委員は、「７（３）⑤情報共有（児童虐待対応等連携ミ

ーティング情報共有シート等・定期情報提供書の送付」で事前配布した資料を持

参する。 

（４）ミーティング開催時間の目安は、こども家庭課主担当ケース 1 時間・児童相談

所主担当ケース 1 時間として、全体で 2 時間以内とする。予定時間を越えること

が想定される場合（報告事項がある場合等）には、こども家庭課より事前に参加

機関へ連絡を行う。 

（５）参加機関は、「７（３）④定期情報提供（児童虐待対応等連携ミーティング情報

共有シート等・定期情報提供書の提出）」時に、事前の情報提供が困難だった場合

や別途資料等の配布を行う場合には、ミーティング当日に資料等をこども家庭課

に提供し、ミーティング参加委員へ印刷して配付する。資料等を提供したミーテ
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ィング委員は口頭により、補足説明を行う。 

（６）ミーティング当日の情報共有においては、ミーティング参加委員は「７（３）

⑤情報共有（児童虐待対応等連携ミーティング情報共有シート等・定期情報提供

書の送付」により、資料の事前確認を実施しているため、資料配布した時点での

支援等情報の説明は省略し、「７（３）⑤情報共有（児童虐待対応等連携ミーティ

ング情報共有シート等・定期情報提供書の送付」以降の支援情報等について、ミ

ーティング参加委員が口頭で説明を行う。 

（７）ミーティングでの支援の検討については、原則として「支援目標を達成できて

いるか」を踏まえて、今後のミーティングでの対応について「継続」「終結」等の

判断を行う。また、支援方針等に関して変更等が必要な場合には、原則として主

担当機関より日程調整等行い、個別支援会議等で「支援方針の再検討」を行う。 

（８）報告資料を作成するため、ミーティング内容の録音を行う。 

（９）事務局は、ミーティングで共有した情報及び支援方針の検討結果等について台

帳及びシートを更新し、参加機関に報告する。 

ア 情報共有シートへ会議録の追記 

イ 会議録を追記した情報共有シートを委員等への配付 

ウ 支援対象児童等の要保護児童等登録台帳（別記第９号様式）の登録 

エ 会議で情報共有等を実施した支援対象児童等の対象件数状況報告書（別記第

10 号様式）の作成 
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７ 支援対象児等に係る情報共有の実施方法 

 

（１）.支援対象児童等情報共有フローチャート 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども家庭課 

（要保護児童対策調整機関） 

児童虐待対応等連携ミーティング参加機関 

※情報集約機関は①～⑦を実施 

※それ以外の機関に関しては①・④・⑤・⑥を実施 

日中対応機関等 

 
① 情報提供依頼 

（児童虐待対応等連

携ミーティング情報

共有シート等の送

付） 

 

④定期情報提供 

（児童虐待対応等連携ミーテ

ィング情報共有シート等・定

期情報提供書の提出） 

 
⑤情報共有 

（児童虐待対応等連携ミーティン

グ情報共有シート等・定期情報提

供書の送付 

 

②情報提供依頼

（定期情報提供書

の送付） 

 

③定期情報提供

（定期情報提供書

の提出）  
⑦情報共有 

（児童虐待対応等連携ミ

ーティング情報共有シー

ト等の送付） 

⑥児童虐待対応等連携ミ

ーティングの開催 

※開催は奇数月のみ 
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（２）支援対象児童等の情報共有について 

支援対象児童等に関する支援状況等に関して、参加機関等と必要な情報について定

期的に情報の共有を行う必要があり、平成 30 年 7 月 20 日付厚生労働省子発 0720

第 8 号「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所

への定期的な情報提供について」及び令和元年 6 月 10 日付厚生労働省子家発 0610

第 1 号「児童虐待への対応における警察からの照会、通告等への適切な対応について」

において、おおむね 1 ヶ月に 1 回程度の情報提供が必要とされているため、情報収集

は毎月行い、参加機関等と情報共有を行う。 

 

（３）支援対象児童等の情報共有方法について 

こども家庭課は、要保護児童対策調整機関として、参加機関及び支援対象児童等が

所属する機関（以下「日中対応機関等」という。）の支援情報等について、全体的な情

報集約を行う。 

基本資料は、「情報共有シート（市）・情報共有シート（児相）」とする。 

支援対象児童等が新規登録された場合には、必要に応じて「児童記録票・ジェノグ

ラム・緊急度アセスメントシート・リスクアセスメントシート（以下「新規登録情報

提供書等」という。）を参加機関へ送付する。 

個別支援会議を開催した場合には、必要に応じて個別支援会議で配布した資料及び

会議録（以下「個別支援会議情報提供書等」という。）を参加機関へ送付する。 

児童相談所からケース送致及び他市町村等よりケース移管を受理した場合には、ケ

ース移管及び送致書類一式を参加機関へ送付する。 

参加機関等との情報共有方法のスケジュールについては、「情報共有スケジュールに

ついて」を参照する。 

 

① 情報提供依頼（児童虐待対応等連携ミーティング情報共有シート等の送付） 

こども家庭課は、情報共有シートの「支援状況（Ｄ）」に、支援対象児童等へこども

家庭課が支援した内容について 50 文字程度に要約をして記載する。 

こども家庭課は、参加機関へ、記載した情報共有シート等を書面にて情報提供依頼

を行う。 

 

② 情報提供依頼（定期情報提供書の送付） 

参加機関は、情報共有シートの「支援状況（Ｄ）」に、支援対象児童等へ参加機関

が支援した内容について 50 文字程度に要約をして記載する。 

参加機関のうち、日中対応機関等を所管する機関等（以下「情報集約機関」という。）

に指定されている機関は、日中対応機関等へ、定期情報提供書を書面にて送付する。 

 

③ 定期情報提供（定期情報提供書の提出） 

日中対応機関等は、定期情報提供書に、支援対象児童等の様子等について記載し、
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定期情報提供書を書面にて情報集約機関へ提出する。 

なお、欠席等何らかの事由により、一週間に一回以上目視による確認が出来ていな

い場合は、電話・訪問等により支援対象児童等の状況を確認し、不適切な状況である

と判断される場合は、速やかに情報集約機関へ報告を行う。 

※情報集約機関については、「情報集約機関について」を参照する。 

 

④ 定期情報提供（児童虐待対応等連携ミーティング情報共有シート等・定期情報提

供書の提出） 

参加機関は、支援した内容を記載した情報共有シートをこども家庭課に提出する。 

参加機関のうち、情報集約機関に指定されている場合には、日中対応機関等から提

出された定期情報提供書の内容において、詳細の確認が必要な場合には、日中対応機

関等へ状況確認を行ったうえで、こども家庭課に書面にて提出する。 

また、児童虐待行為など、緊急性の高い情報が記載されていた場合には、支援主担

当課である児童相談所及びこども家庭課に速やかに報告を行う。 

 

⑤ 情報共有（児童虐待対応等連携ミーティング情報共有シート等・定期情報提供書

の送付） 

こども家庭課は、参加機関等から提出された情報について、情報共有シートへ集約

する。 

こども家庭課は、情報集約した情報共有シート、新規登録情報提供書等、個別支援

会議情報提供書等を参加機関等へ、書面にて情報提供を行い、共有を行う。 

 

⑥ ミーティングの開催 

ミーティングは、２ヶ月に１回（奇数月）、第４月曜日 14 時から開催する。ミー

ティングでは、書面では把握出来ない情報の共有や個別支援会議等で課題となった事

項の更なる検討を行う。 

 

⑦ 情報共有（児童虐待対応等連携ミーティング情報共有シート等の送付） 

こども家庭課は、ミーティング終了後、会議中に収集した追加情報や協議事項等に

ついて、速やかに情報共有シートの「追加情報等（Ｃ）・対応方針（Ａ）」に追記して、

参加機関等へ、書面にて情報提供を行い、共有を行う。 

参加機関のうち、情報集約機関に指定されている機関は、対象の支援対象児童等の

情報集約した情報共有シートを日中対応機関等へ、書面にて情報提供を行い、共有を

行う。 
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（４）情報共有スケジュールについて 

 

番号 処理日 内 容 備 考 

①  1 日 こども家庭課で把握している情報を情報共有

シートに記載する 
 

こども家庭課よりミーティング参加委員へ情

報共有シートを送付 
データ送付により対応。 

②  1 日～ 

10 日 

ミーティング参加委員の対応内容について情

報共有シートに記載 

ミーティング参加委員

が対応 

情報集約機関から該当する日中対応機関に定

期情報提供書を送付 
データ送付により対応。 

③  1 日～ 

10 日 該当する日中対応機関で定期情報提供書の内

容について記載し、情報集約機関へ提出 
データ送付により対応。 

④  10 日 
情報集約機関から情報共有シート及び該当す

る日中対応機関から提出された定期情報提供

書をこども家庭課へ提出 

データ送付により対応。 

⑤  10～ 

20 日 

こども家庭課でミーティング参加委員からの

情報を集約 
 

こども家庭課から情報共有シート、定期情報

提供書等をミーティング参加委員に送付して

情報共有 

ミーティングを開催す

る場合は会議開催 1 週

間程度前に発送 

⑥  21～ 

29 日 ミーティング開催 奇数月のみ開催 

⑦  21～ 

29 日 

情報集約機関から該当する日中対応機関にミ

ーティング後の情報共有シート、定期情報提

供書を送付して情報共有 

送付資料は対象となっ

ている児童分のみを送

付 

 

（５）情報集約機関について 
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８ 参考資料 

・富津市こども家庭センター設置運営要綱 

・富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱 

・富津市要保護児童対策地域協議会運営要領 

 

９ 令和７年４月１日制定 

情報集約機関 日中対応機関等 
定期情報提供書 

（記載項目番号） 

こども家庭課 

(児童担当) 
全体集約  

健康づくり課 医療機関(乳幼児) 

・1～3 は必須 

・4 は記載しない 

・5～9は前回受診時から変化があった場合に

記載  

・10 は記載しない 

・11～16 は対応者が気になる点があった場

合に記載 

※1 の「出席状況」は「受診予約状況」と読み

変えて記載 

※2・3 の「欠席」は「受診予約取消」と読み

替えて記載 

障がい福祉課 

(障がい担当) 
障がい児支援施設 

・1～3 は必須 

・4 は発生した場合には随時で情報集約機関

に連絡 

・5～9は前回状況から変化があった場合に記

載 

・10～16 は対応者が気になる点があった場

合に記載 

保育課 

保育所 

保育園 

認定子ども園 

教育センター 富津市立小中学校 

その他 

( 個別 支 援会 議

等で担当機関が

決定していない

場合には主担当

機関) 

上記以外の機関 

(高校・幼稚園・未就

園児等) 
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課長 課長補佐 係長 担当 合議

主担当
グループ

種別 処理

電話番号

フリガナ

氏   名

(通称)

学年・組

現住所

住民票住所

氏名 続柄

現住所

電話 携帯

勤務先

氏名 続柄

現住所

電話 携帯

勤務先

続  柄

氏名

電話

聴取者

通告者
受付形態

子どもとの関係

過去の相談履歴

家
族
状
況

フ リ ガ ナ
氏  名

生 年 月 日
年齢

(受付時)

職       業
（就業時間）

備      考
（福祉サービス利用状況・居住等）

保
護
者

ジェノグラム

所属

子
ど
も
本
人

保
護
者

年齢
(受付時)

保育所・学校等名

性別 生年月日

経路

主担当機関 担当者 区分

受付日時
ケース
番号

児童記録票(様式）

部長
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生保受給

処理

備考

関
係
機
関

機関名 担当 電話 利用状況等、備考

家族歴

生育歴・既往症
健診・予防接種歴

福祉サービス
利用状況

児童扶養手当受給 特別児童扶養手当受給

主訴

生活状況
（養育状況）
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ジェノグラム記載例

養子縁組

富津市在住

富津　花子　ジェノグラム

母19歳の時歳時出
長女

母

大叔父

母方曾祖母

〇×市在住

×〇×〇に勤務

生活保護受給

母方祖母

○○国籍

母国で生活

母方祖父は行方知れず

自宅または曾祖母宅で生活

〇■〇に勤務

精神的安定さがある
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ひとり親 等）

その他（）

子どもへの養育態度や知識の問題（意欲の欠如・知識不足等）

緊急度Ｃ

子どもの問題行動（ 攻撃的 盗み 徘徊

継続的総合的な支援

場合によって

一時保護を検討
子どもや保護者が

家族状況（ 祖父母等を含む保護者の死亡・失踪 離婚

妊娠・出産

継続的総合的
支援の実施保護者の生育歴（ 被虐待歴 愛されなかった思い 等）

その他（）

⑧虐待発生の可能性が家

庭環境にある

子どもや保護者が虐待によるのではない子どもの成育上の問題 （ 発達遅れ 障がい 等）

自傷行為 過食 等）

子どもの日常的な世話をする人、支援してくれる人がいない

未熟性 ）

子どもや保護者が行政からの援助に拒否的 あるいは改善が見られない

性格的問題 （ 衝動的 攻撃的

精神状態の問題がある （ うつ 育児ノイローゼ

家族や同居者間での暴力（ＤＶ等）、不和

緊急度Ｂ
その他（）

集中的支援の実
施

⑦保護者に虐待につなが

る危険がある

子どもや保護者が子どもへの拒否的感情・態度 集中的な支援

場合によって

一時保護を検討

（ 発育・発達の遅れ 腹痛 等 ）

等 ）

アルコール 薬物 等の問題がある

無表情 表情が暗い 過度のスキンシップを他の大人に求める

おそれ おびえ 不安

 子どもに虐待の影響が

明らかに出ている

子どもや保護者が保護者への 恐怖感

虐待に起因する身体的症状

保護者が精神的に不安定で判断力が衰弱している

が強い

保護者に虐待の自覚・認識がない

発生（再発）防止
のための緊急支

援

過去に 通告 施設入所歴 きょうだいの虐待歴 がある

緊急度Ａ

⑤虐待を繰り返

す可能性が高い

子どもや保護者が新旧混在した傷 入院歴 がある

発生前の一時保護を

検討
その他（）

その他（）

溺れさせる シェ―キング ）

首絞め 戸外放置

低出生体重児 虚弱児 である

④重大な結果が

 生じる可能性が高い

子どもや保護者が乳幼児 多胎児

生命に危険に行為 （ 頭部・顔面打撲

性行為に至らない性的虐待

その他（） 緊急一時

保護を検討

医療放棄 等 ）
分離を前提とした

緊急介入ネグレクト( 栄養失調 衰弱 脱水症状

③子どもにすでに

重大な結果が

生じている

子どもや保護者が性的虐待（ 性交 性的行為の強要

致死的な外傷   内臓破裂 頭蓋骨骨折 火傷

妊娠 性感染症罹患 ） 緊急度ＡＡ

等

②子どもや保護者が

 訴えている状況が

切迫している

子どもや保護者が確認には至らないものの性的虐待の疑いが濃厚
「このままでは何するか分からない」「殺してしまいそう」等の訴え

その他（）

記入者 作成日 令和

①子どもや保護者が

 保護を求めている

子ども自身が 保護 救済 を求めている

保護者が子どもの保護を求めている

その他（）

緊急度アセスメントシート
児童氏名 評価 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

ＮＯ
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不明

等

等

等

等

等

等

等

等

等
[ ]

等

14 父母の関係   〇

〇

12 経済状態   〇

世

帯

状

況

11 居住環境   〇

13 家族形態   

〇

7 養育者への思い   〇

6 第三者による確認   〇子

ど

も

の

状

況

5 分離の意思   〇

10 発達及び健康状態   

8 精神状態   〇

9
性格・行動面

の特徴
  〇

4
心理的な状況

（心理的虐待）
  〇

3
性的な被害の状況

（性的虐待）
  〇

2 ネグレクト   〇
虐

待

状

況

の

確

認

1
身体的な状況

（身体的虐待）
  〇

項目
該

当

不

明

該

当

な

し

現

在

は

消

失

過

去

に

有

り

状況例

（該当項目があれば、チェックする）

重篤度 該当は■ 最重度 重度 中度 軽度 危惧

生年月日
特記すべき情報
（判断時の意見の相違等）

虐待種別（主）
虐待種別（従）

リスクアセスメントシート
記入日 記入者

児童氏名 虐待者（主：◎、従：〇）

身体 性的 心理ネグレクト
身体 性的 心理ネグレクト

頭部外傷

乳児を投げる
踏みつけ

窒息の危険

他生命危害行為

妊娠
性交渉

ポルノ被写体

骨折 やけど

打撲

腹をける

乳幼児夜間放置
乳児の昼間放置

⾧期外出禁止

主ライフライン停止

着衣の上から触る

目前ＤＶ

脅し

子の自傷行為

強い叱責

保護者自傷
きょうだい間差別

自殺の強要

親子心中を考える

子どもの自殺企図

保護命令対象 対象外

今傷はないが今

後発生する可能

性が高い

傷が残らない

程度の暴力

単発の小さくわ

ずかなケガ

半年に2回以上

のあざや傷

新旧の傷

顔面のアザ

蹴る

顔面のひどい火傷

被害者が乳児

病気なのに受診

させない

明らかな衰弱脱水 食事が満足にでき

ない

生活環境不良で

改善なし

放置

登校禁止

健康問題が起き

ない程度のネグレ

クト

予防接種や健診

を受けない

性器を見せる

性描写や性交渉を

見せる

着替えを覗いたり

浴室に入る

子の不相応な性

的言動有

子に卑猥な言葉

を発する

性的描写の鑑賞

物を置いておく

疑い

頻回なＤＶ目撃

子の頻回の自傷行

為

日常的に威嚇・非

難・無視

子への威嚇、非

難、無視が時々

きょうだい間差別が

一時的にある

子がかわいく思え

ない

帰宅拒否 子どもが保護を希望 分離に対し同意

消極的帰宅選択 積極的帰宅選択

⾧時間生存が確認されていない 正当な理由なく保護者が子との面会を拒否
正当な理由なく、保護者が子どもとの面会を繰り返し拒否

１週間子どもの安全が確認できない 子どもが保育所等に来なくなった

怯える・いつも怖がって恐れている 怖がる 嫌がって遠ざけようとする

保護者の前で委縮 保護者の口止めに応じる

生命に危険が及ぶ自傷他害がある 極めて不安定 不安定な状態
リストカット当自傷行為がある うつ的

多動、落ち着かない 誰にでも親しく話す 暴力的

万引き等の虞犯行為 年齢不相応な性的言動がみられる
低身⾧・低体重（医師による診断のみならず、疑いも含む）

心身の障害がある（手帳の有無に関わらず疑いも含む）

乳幼児健診が未受診

関係機関から懸念がある

予防接種未受診

放浪・車上生活 サービス利用後も不衛生状態が継続
不適切な居住環境（健康被害が生じる程著しく不衛生・狭隘・不衛生]

理由不明の頻繁な転居 サービス利用後に不衛生状態解消

ライフラインが止まっている 生活困窮

収入不安定・多額の借金 世帯収入が生活保護基準を下回っている
生活保護受給

内縁の親子関係
ひとり親の夜間不在時に知人が子どもを監護

若年保護者 異性の友人が出入りするひとり親家庭

介護負担、家族間に葛藤がある

ＤＶが生じている 身体的暴力
ＤＶ（父母間の支配・被支配関係）の可能性 精神的暴力 経済的暴力 性的暴力
一方が逆らえない状態に見える 夫婦間に強い不満
逆らえない自覚がないように見える 一方が無気力に見える

意見の対立が表面化している 離婚調停・審判中 夫婦間の信頼関係の欠如

28



等

等

等

等

[ ]
[ ] 等
[ ]

等

等

等

等

等

等

等

合計値 0 0 27 0

そ

の

他

27
懸念されること

気になること
  〇

 〇

25

困り感

・

改善意欲

  〇

23 虐待の認識   〇

21 精神状態   〇

19 育児・養育能力   〇

保

護

者

の

状

況

18 保護者との同居   〇

20 育児・養育意欲   〇

22 依存の問題
（薬物・アルコール）

  〇

24 援助への態度   〇

26 サービス利用  

16 相談歴   〇

15 親族との関係   〇

17
きょうだいの

相談歴
  〇

ない 不十分

交流が全くない 極度の過干渉がある 交流があるが反発等の支障がある

過去の問題が解決されておらず、交流により強い葛藤が生じる
遠距離居住により交流が少ない

虐待による入院・入所歴がある 虐待による一時保護歴がある

他の虐待通告歴がある 虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある
虐待以外での相談歴がある

虐待による入院・入所歴がある 虐待による一時保護歴がある

他の虐待通告歴がある 虐待以外での施設入所歴・一時保護歴がある
虐待以外での相談歴がある

養育（虐待）者とのみ同居 虐待者以外の大人がいるが、虐待者に同調している

虐待者以外の大人がいるが、虐待行為を黙認している

虐待者以外は別居しているが、交流がある

虐待者以外の大人が介入し、守ることもある

生命維持に影響する飲食や生活習慣等への極端なこだわりや偏った知識がある

育児養育能力 欠如 不十分 疑問 無関心 知識不足

育児養育能力への 強い負担 不安が強い 不安がある

育児養育意欲 無関心 無力感 過干渉

子どもへの関心はあるが、関わりに一貫性がない

入院加療が必要なほど不安定 服薬の自己管理ができない等不安定

医療機関受診を拒否する等、衝動性が高く、不安定な状態

過去に自殺企図歴がある 関係機関の懸念がある
物質関連障害により生じる生活上の困難に子どもが日常的にさらされている

薬物使用等による逮捕・拘留 依存があるが治療していない

複数の依存が合併している

行為・事実共に完全否認 行為は認めるが虐待を正当化

一部を虐待と認める 虐待の認識がある
保護者が子どもの保護を求めている 援助を拒絶 暴力・強迫的反発

治療の有無に関わらず再発・憎悪を繰り返す

正当な理由なく来所要請や家庭訪問に応じない・応じないことを繰り返す

拒否的 攻撃的 無視 時や場面により態度が変わる

改善意欲が全くない 困り感を時折漏らすことがあるが、一貫しない

困り感を表明できるが、解決方法が見いだせていない

困り感があり、解決方法を求めている

自身の問題の原因を子ども・他者・他機関に置く

提示されても拒否 必要性を否認 被害的に受け取る

拒否や否定はしないが利用に至らない 関心を示さない
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主担当
グループ

種別 処理

電話番号

フリガナ

氏   名

(通称)

所属 学年・組

現住所

住民票住所

本籍地

氏名 続柄

現住所

電話 携帯

勤務先

氏名 続柄

現住所

電話 携帯

勤務先

続  柄

個別支援会議票（様式）

会議名

参加者開催日時

場所

主催

受付日時
ケース
番号

議事内容

課題

対応方針

経路

主担当機関 担当者 区分

年齢
(受付時)

保育所・学校等名

性別 生年月日

子
ど
も
本
人

保
護
者

保
護
者

ジェノグラム

家
族
状
況

フ リ ガ ナ
氏  名

生 年 月 日
年齢

(受付時)

職       業
（就業時間）

備      考
（福祉サービス利用状況・居住等）
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氏名

電話

開催
日時
場所

課題

対応方針

開催
日時
場所

課題

対応方針

過去の相談履歴

通告者
受付形態

子どもとの関係

聴取者

主訴

経過

関
係
機
関

機関名 担当 電話 利用状況等、備考

メ
モ
欄

直
近
の
会
議
情
報

会議名

会議名
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実務者会議情報共有シート 実務者会議情報共有シート（富津市） 32 実務者会議情報共有シート.xlsx

1
有
無

2

3

4 歳

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

◎

●

関係機関に情報を更新いただく箇所

こども家庭センター(児童担当)が情報を更新する箇所

支援種別
学校等での活動の様子
※着替えなどを拒絶する場
合も記載

虐待種別
（主）

③ジェノグラム
登校しぶり、問題行動、非
行※本児自身の課題等もあ
れば記載

児童氏名
欠席時の家庭からの
連絡

生年月日 125

①基本情報 ②要因の整理 ④日中対応機関からの報告 大貫保育園

詳　細

フリガナ
1 出席状況

（欠席・遅刻・早
退）

欠席理由

性別

受理日時 虐待等発生時の状況 確認項目

休業日を除き引き続
き7日以上の欠席

所属
2 虐待行為の兆候

※虐待行為の隠蔽も疑われ
る場合も記載

8

養護者
（氏名・関
係）
（生年月日）

発達状況（身長・体重）
※健康診断等を拒否した場
合も記載
家庭状況の変化
（経済状況・体調の変化・
離婚・転居等）

7 住所

外傷

衣服の汚れ

その他

初回の緊急度
アセスメント

養育者の不適切な児
童への対応

直近の緊急度
アセスメント

養育者の養育能力や
精神状態の変化

暴力等行為者/
続柄

虐待種別
（従）

3 養育者との面談や家
庭訪問での様子

送迎者や送迎時間の
変化

※　◎は主担当機関　●は情報集約機関

３歳未満

継続 送致 終結

⑨対応方針（Ａ）

実務者会議検討回数 回

⑤支援機関名 ⑥支援内容（Ｐ） ⑦支援状況の報告（Ｄ） ⑧実務者会議検討内容（Ｃ）

キーパーソン/
続柄

特定妊婦の出
産予定日

4
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定期情報提供書(記入例）

     富津　花子               
情報提供
対象期間

令和6年 5月1日～5月31日まで

番号 有・無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

4

②欠席時の家庭からの連絡
5/10・12は母親から連絡あり、それ以外は学校から連
絡するが電話に出られず家庭訪問を実施

対象児童名

確認項目 詳細

①出席状況
5/10～25欠席

1

⑧発達状況（身長・体重）
※健康診断等を拒否した場合も記載

5/9に健康診断があったが本児が拒否。理由を確認す
るも黙っていて理由は不明。表情も暗いことが多く話し
かけても反応しない時がある

③欠席理由
母親からは「学校に本人が行きたがらない」と言われる

④休業日を除き引き続き7日以上の欠席
4月も欠席が多くあり家庭訪問により状況確認。本児が
学校への登校意欲が低くなっており自宅内でゲームを
していることが多い

⑤虐待行為の兆候
※虐待行為の隠蔽も疑われる場合も記載

本児の口数が少なく、担任から話しかけるが会話をしな
くなった。こちらから母親のことを聞くと「家のことを言う
なと言われるから」と話す

注意事項（詳細が記入しきれない場合には別紙に任意様式で記入する）
※①～③は、毎月記載して報告
※④があった場合には随時報告
※⑤～⑨は、前回報告からの変化があった場合には記載
※⑩～⑯は、気になる情報があった場合には記載して併せて報告

⑫養育者との面談や家庭訪問での様子
母親は彼氏と同居したことを周囲には伝えておらず、本
児も「一緒に住んでいることを言うな」と母親から口止め
をされている。

⑬養育者の不適切な児童への対応
5/25に家庭訪問時、母親が「学校に行かないから」と担
任の前で怒った。担任が帰ろうと2～3歩歩く内容が不
明だが怒鳴り声が聞こえた

⑭養育者の養育能力や精神状態の変化
玄関の外にビール缶が散乱しており、家庭訪問時はア
ルコール臭が部屋からするが母親が飲んでいる様子は
ない。

２

３

⑮送迎者や送迎時間の変化
5月から学童保育の利用を中止したため、学校が終わ
り次第帰宅している

⑯その他

⑨家庭状況の変化
（経済状況・体調の変化・離婚・転居等）

4/15に母親の交際相手と同居を開始。給食費が未納と
なり催促をして支払いをされた

⑩学校等での活動の様子
※着替えなどを拒絶する場合も記載

5月上旬から友人等と話しことも少なく、一人でいること
が多い。

⑪登校しぶり、問題行動、非行
※本児自身の課題等もあれば記載

非行とまではいかないが、隣の席の友人と言葉の言い
合いになることがあり、「ぶっ殺す」などの言葉を使うこ
とがある。

⑥外傷
5/5に左でん部に痣を確認。本児は「階段でこけた」と
言っている

⑦衣服の汚れ
2～3日続けて同じ衣服を着用、匂いもしている
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富津市子育て支援連携ミーティング開催要領 

●目的・趣旨 

 富津市は、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に支援を行うため、母

子保健機能と児童福祉機能の双方を有した富津市こども家庭センター（以下「こ

ども家庭センター」という。）を令和６年４月１日から設置している。 

 こども家庭センターにおける支援の対象は、富津市こども家庭センター設置

運営要綱第４条において、「市内に所在する全ての妊産婦及びこども（１８歳を

超える若者を含む。）並びにそれらの家族（里親及び養子縁組を含む。）等」と定

めている。 

こども家庭センターには、関係機関等と緊密に連携し、様々な社会資源を活用

して、適切な支援につないでいくための調整を行い、包括的な支援に結び付けて

いくネットワークの中核機関となることが求められているため、関係機関等と

定期的な情報共有や連絡調整等の機会を設け、日頃から良好なコミュニケーシ

ョンを図る必要がある。 

そのため、虐待を受けている児童及び特定妊婦等を除く児童等のうち、①関係

機関等が単独で支援をしている児童等（以下「支援検討家庭」という。）、②こど

も家庭センターに来庁等による相談等のあった児童等及び関係機関等からこど

も家庭センターとの連携が必要と相談があった児童等（以下「要支援家庭」とい

う。）に対する情報共有、連絡調整及び支援方針の検討を実施するために、要保

護児童対策地域協議会の実務者会議の分科会として、富津市子育て支援連携ミ

ーティングを下記のとおり実施する。 

 

１．会  場  富津市役所内会議室 

２．開催日時  偶数月第２火曜日 13 時 30 分から 15 時３０分まで 

３．支援対象  支援検討家庭：関係機関より情報提供後の最初のミーティング 

        要支援家庭：支援検討家庭時のミーティングで決定した期間 

（B-1：毎偶数月/1 回 B-2：４か月/1 回  

B-3：６か月/1 回） 

要支援検討家庭：重点的な支援検討が必要な要支援家庭 

４．判断基準  支援検討家庭及び要支援家庭並びに要支援検討家庭の判断基

準については、別紙「対象家庭判断フローチャート」及び「対

象家庭分類表」を参照 

５．参加機関  ①望みの門ピーターパンの家 

②富津市基幹相談支援センターえこ 

③保 育 課 地域交流支援センター カナリエ 
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④健康づくり課 健康づくり係 

⑤学 校 教 育 課 教育センター 

⑥障がい福祉課 障がい福祉係 

⑦こども家庭課 家庭相談係 

 

●その他ミーティングに関する事項は、以下のとおりとする。 

１．こども家庭課家庭相談係が事務局を務める。 

２．ミーティングで使用する資料は、対象となる児童等の氏名、生年月日、年齢、

性別、キーパーソン、ケース分類、次回検討時期、年齢・所属等による区分、

主担当部署、検討理由、関係機関、対応方針等を記載した「支援検討家庭台

帳」及び、「要支援家庭台帳」（以下「台帳」という。）並びに、氏名、性別、

生年月日、所属、住所、登録時期、現状、検討内容、検討結果次回検討時期

等を記載した「支援検討シート」（以下「シート」という）とする。 

３．参加機関は、支援検討家庭を把握した場合には、ミーティング開催２週間前

までに、事務局へ台帳に登録が必要な支援検討家庭に関する情報を報告す

る。 

また、支援検討が必要な要支援検討家庭を把握した場合には、把握した参加

機関がシートに必要事項を記載し、ミーティング開催２週間前までに事務局

に提出する。 

４．事務局は、ミーティング開催１週間前までに参加機関に台帳及びシートを配

布する。 

５．参加機関にて、台帳に登録が必要な支援検討家庭に関する情報の報告がミー

ティング開催２週間前までに提供出来なかった場合には、ミーティング開

催当日に、台帳に記載する情報について事務局に資料を提供する。 

  参加機関にて、シートに登録が必要な要支援検討家庭の報告が提出期限ま

でに提出出来なかった場合や、提出期限以降に支援検討が必要な家庭を把

握した場合には、ミーティング前の金曜日までに事務局に提出することと

し、事務局はミーティング当日までに参加機関にシートを配布する。要支援

検討家庭と関わりのある機関は、ミーティング当日までに可能な限りの情

報収集に努め、ミーティング当日に共有する。 

  ただし、最終提出期限以降に要支援検討家庭を把握した場合でも、当日支援
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検討を図る、または、後日個別に支援検討を行う等柔軟に対応する。 

６．ミーティングは、報告資料を作成するため、ミーティング内容の録音を行う。 

７．参加機関は、台帳に登録されている児童等及び台帳への登録が必要な児童等

についての情報共有、連絡調整、支援方針の検討及び次回検討時期の決定等

を行う。 

８．事務局は、ミーティングで共有した情報及び支援方針の検討結果等について

台帳及びシートを更新し、参加機関に報告する。 

９．事務局は、参加機関への情報及び支援方針の検討結果等の報告後、シートの

情報を取りまとめ、台帳に移す。 

 

 

●参考資料 

・富津市こども家庭センター設置運営要綱 

・富津市要保護児童対策地域協議会設置要綱 
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対象家庭判断
フローチャート

ＹＥＳ

支援検討が必要

か？

児童虐待の疑いが

あるか？

支援調整が必要

か？
Ｂ－１：

毎偶数月

ミーティング

ＹＥＳ

支援経過確認及び

情報共有が必要

か？

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

児童虐待対応等

連携ミーティング

での支援対象児童

頻度はどのくらい

必要か？

3ヵ月/1回

半年/1回程

度

Ｂ－２：

４か月１回

ミーティング

Ｂ－３：

毎年２・８月に

ミーティング

Ｃ：経過観察家庭

Ｃ：経過観察家庭

Ａ：支援検討家庭

要支援家庭

要支援家庭

要支援家庭

Ｃ：経過観察家庭

積極的な支援及び

支援課題が無い場合

要支援検討家庭

Ｄ：

随時検討実施

ミーティング

重点的な支援検討が必要

重点的な支援検討が必要

重点的な支援検討が必要

Ｂ－１：

毎偶数月

ミーティング

要支援家庭

Ｂ－２：

４か月１回

ミーティング

要支援家庭

Ｂ－３：

６か月１回

ミーティング

要支援家庭

頻
度
は
ど
の
く
ら
い
必
要
か
？
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対象家庭分類表 

 

ケース分類 

（台帳分類） 

検討時期 

（判断基準） 

対象ケース理由 ミーティング検討後対応 

Ａ 

支援検討家庭 

・初回のみ 

・支援方法の検討が必要 

なため 

・新規ケース  

Ｂ－１ 

要支援家庭 

・毎偶数月 

・支援調整が必要なため 

・要対協終結ケース 

・継続調整ケース 

・支援調整が完了した場合、ケース分類「Ｂ－２」とする 

Ｂ－２ 

要支援家庭 

・４か月/1 回 

・支援状況の把握が必要 

なため 

・経過観察ケース 

・情報共有ケース 

・主担当判断を基に参加機関意見を参考にして決定する 

Ｂ－３ 

要支援家庭 

・毎年 2・8 月 

・支援機関での対応が可能 

なため 

・支援機関ケース 

※今まで「終結」と判断し

たケース 

・継続支援が不要であれば「Ｃ」とする 

Ｃ 

経過観察家庭 

・無し 

・積極的な支援及び支援 

課題が無いため 

 ※経過観察家庭は台帳管理をせず、支援の必要性に応じて支援検

討家庭として新規ケースとする 

Ｄ 

要支援検討家庭 

・随時登録 

・重点的な支援検討が必要

なため 

・支援検討が必要なケース ・検討結果をもとに次回検討時期を決定する。 

・検討結果をもとに各機関で支援対応する 
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